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        資料５２ 

 

令和元年１０月１日からの幼児教育・保育無償化について 

 

１ 幼児教育無償化の趣旨 

幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児

教育の重要性 

 

２ 実施時期及び今後の方向性 

⑴ 令和元年１０月から実施予定 

⑵ ９月定例会に関連議案を提案予定。 

 

３ 幼児教育無償化の対象者及び対象範囲等の概要 

クラス年齢 対象 給付上限（月額）
保育の必要
性の認定

幼稚園 保育料 旧制度 3-5歳クラス 全世帯 25,700円 不要

新制度※1 無償化

国立 8,700円

11,300円 必要

0-2歳クラス 非課税世帯

3-5歳クラス 全世帯

0-2歳クラス 非課税世帯

0-2歳クラス 非課税世帯 42,000円

3-5歳クラス 全世帯 37,000円

無償化

預かり保育料

施設種別

認可保育所

認可外保育施設※3

特定地域型保育事業※2

 

※1 新制度とは、子ども・子育て支援新制度に移行した園を指す。 

※2 特定地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的保育事業者等を指す。 

※3 認可外保育施設とは、認証保育所のほか都道府県に届け出ている認可外保育施設

を指す。 
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４ 参考資料 

利用者負担額（保育料）の表利用者負担額（保育料）の表利用者負担額（保育料）の表利用者負担額（保育料）の表

（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例より抜粋） 単位：円

３歳未満児 ３歳以上児

標準時間 0 0

短時間 0 0

標準時間 0 0

短時間 0 0

標準時間 1,500 1,200

短時間 1,400 1,100

標準時間 2,600 2,300

短時間 2,500 2,200

標準時間 4,900 4,700

短時間 4,800 4,600

標準時間 6,700 6,200

短時間 6,500 6,000

標準時間 8,400 7,600

短時間 8,200 7,400

標準時間 11,300 9,400

短時間 11,100 9,200

標準時間 14,300 11,600

短時間 14,000 11,400

標準時間 18,800 14,300

短時間 18,400 14,000

標準時間 23,500 16,500

短時間 23,100 16,200

標準時間 28,300 18,400

短時間 27,800 18,000

標準時間 33,300 20,300

短時間 32,700 19,900

標準時間 37,700 22,800

短時間 37,000 22,400

標準時間 42,300 24,700

短時間 41,500 24,200

標準時間 45,700 26,500

短時間 44,900 26,000

標準時間 50,500 28,400

短時間 49,600 27,900

標準時間 56,200 31,200

短時間 55,200 30,600

標準時間 60,600 34,000

短時間 59,500 33,400

標準時間 63,000 35,300

短時間 61,900 34,600

標準時間 65,400 36,600

短時間 64,200 35,900

標準時間 67,200 37,900

短時間 66,000 37,200

標準時間 68,500 39,200

短時間 67,300 38,500

標準時間 69,800 40,500

短時間 68,600 39,800

518,100円以上 604,700円未満 Ｄ20

604,700円以上 Ｄ21

443,100円以上 474,800円未満 Ｄ18

474,800円以上 518,100円未満 Ｄ19

379,700円以上 411,400円未満 Ｄ16

411,400円以上 443,100円未満 Ｄ17

316,300円以上 348,000円未満 Ｄ14

348,000円以上 379,700円未満 Ｄ15

263,100円以上 289,700円未満 Ｄ12

289,700円以上 316,300円未満 Ｄ13

209,900円以上 236,500円未満 Ｄ10

236,500円以上 263,100円未満 Ｄ11

156,700円以上 183,300円未満 Ｄ８

183,300円以上 209,900円未満 Ｄ９

103,500円以上 130,100円未満 Ｄ６

130,100円以上 156,700円未満 Ｄ７

57,900円以上 80,700円未満 Ｄ４

80,700円以上 103,500円未満 Ｄ５

Ａ階層及びＣ階層を除き当該年度分の市町村民
税課税世帯であって、その所得割の額の区分が
右記の区分に該当する世帯

15,500円未満 Ｄ１

15,500円以上 35,100円未満 Ｄ２

35,100円以上 57,900円未満 Ｄ３

生活保護世帯等 Ａ

Ａ階層を除き当該年度分（４月から８月までにあって

は、前年度分。以下同じ。）の市町村民税（特別区民税

を含む。以下同じ。）が右記の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯 Ｂ

均等割の額のみの世帯 Ｃ

各月初日の保育を実施する児童の属する世帯の階層区分 月額保育料

定義及び条件
階層
区分

２０１９年４月～

 

※ 上記表の着色部分が無償化により０円となります。 


